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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め設定された少なくとも第１および第２使用領域に対する、電子カセッテの出入りを
検知する第１および第２検知部と、
　前記第１および第２検知部の検知結果を取得する取得部と、
　前記取得部で取得した前記検知結果に基づいて、前記第１および第２使用領域のいずれ
かから前記電子カセッテが出たと判定した場合に報知を開始し、前記報知が開始された後
、前記取得部で取得した前記検知結果に基づいて、前記第１および第２使用領域のいずれ
かに前記電子カセッテが入ったと判定した場合に前記報知を停止する報知制御部とを備え
ることを特徴とする電子カセッテ管理システム。
【請求項２】
　前記検知結果により判明する前記電子カセッテの現在位置を、記録部に記録する記録制
御部を備えることを特徴とする請求項１に記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項３】
　前記記録制御部は、前記現在位置に加えて、前記検知結果により判明する、過去の前記
現在位置の履歴である前記電子カセッテの移動履歴を、前記記録部に記録することを特徴
とする請求項２に記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項４】
　前記現在位置および前記移動履歴のうちの少なくとも前記現在位置を、表示部に表示す
る表示制御部を備えることを特徴とする請求項３に記載の電子カセッテ管理システム。
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【請求項５】
　前記電子カセッテの定位置を設定する定位置設定部を備えることを特徴とする請求項３
または４に記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項６】
　前記記録制御部は、前記定位置設定部で設定した前記定位置以外の位置から前記定位置
に前記現在位置が復帰した場合、前記移動履歴の少なくとも一部を消去することを特徴と
する請求項５に記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項７】
　前記定位置設定部は、前記移動履歴で前記電子カセッテが存在する頻度が高い位置を前
記定位置に設定することを特徴とする請求項５または６に記載の電子カセッテ管理システ
ム。
【請求項８】
　前記取得部、前記報知制御部、および前記記録制御部は、前記電子カセッテを操作する
ためのコンソールに設けられていることを特徴とする請求項２ないし７のいずれか１項に
記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項９】
　１つの前記使用領域を複数台のコンソールで管轄する場合、前記複数台のコンソールの
うち、前記報知制御部および前記記録制御部を作動させるコンソールを設定する作動設定
部を備えることを特徴とする請求項８に記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項１０】
　前記複数台のコンソールは、前記電子カセッテの使用者により携帯される携帯型コンソ
ールを含み、
　前記作動設定部は、前記携帯型コンソールの前記報知制御部および前記記録制御部を作
動させる設定とすることを特徴とする請求項９に記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項１１】
　前記使用領域の範囲を、前記電子カセッテの動作状態に応じて設定する範囲設定部を備
えることを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の電子カセッテ管理シス
テム。
【請求項１２】
　前記動作状態は、放射線撮影に使用すると選択されていない非選択状態と、放射線撮影
に使用すると選択された選択状態とを含み、
　前記範囲設定部は、前記非選択状態と比べて前記選択状態の場合の前記使用領域の範囲
を狭めることを特徴とする請求項１１に記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項１３】
　前記検知部による検知の対象となる前記電子カセッテを複数台登録可能であることを特
徴とする請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の電子カセッテ管理システム。
【請求項１４】
　前記検知部は、前記電子カセッテに設けられた無線送信部からの無線信号を受信する無
線受信部であることを特徴とする請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の電子カセッ
テ管理システム。
【請求項１５】
　第１および第２検知部により、予め設定された少なくとも第１および第２使用領域に対
する、電子カセッテの出入りを検知する検知ステップと、
　取得部により、前記第１および第２検知部の検知結果を取得する取得ステップと、
　報知制御部により、前記取得ステップで取得した前記検知結果に基づいて、前記第１お
よび第２使用領域のいずれかから前記電子カセッテが出たと判定した場合に報知を開始し
、前記報知が開始された後、前記取得ステップで取得した前記検知結果に基づいて、前記
第１および第２使用領域のいずれかに前記電子カセッテが入ったと判定した場合に前記報
知を停止する報知制御ステップとを備えることを特徴とする電子カセッテ管理システムの
作動方法。
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【請求項１６】
　予め設定された第１使用領域に対する、電子カセッテの出入りを検知する第１検知部と
、
　前記第１検知部の第１検知結果と、少なくとも１台の他の電子カセッテ管理装置に設定
された第２使用領域に対する、前記電子カセッテの出入りを検知する第２検知部の第２検
知結果とを取得する取得部と、
　前記取得部で取得した前記第１検知結果に基づいて、前記第１使用領域から前記電子カ
セッテが出たと判定した場合に報知を開始し、前記報知が開始された後、前記取得部で取
得した前記第１検知結果または前記第２検知結果に基づいて、前記第１使用領域または前
記第２使用領域に前記電子カセッテが入ったと判定した場合に前記報知を停止する報知制
御部とを備えることを特徴とする電子カセッテ管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子カセッテ管理システム、電子カセッテ管理システムの作動方法、並びに
電子カセッテ管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放射線、例えばＸ線を受けてＸ線画像を検出するＸ線画像検出装置として、電子カセッ
テが知られている。電子カセッテは、入射したＸ線を電気信号に変換するセンサパネルを
可搬型の筐体に収容した構成である。電子カセッテには、筐体内にバッテリと無線通信部
を内蔵し、Ｘ線画像等を無線通信可能な無線通信機能付きのものもある。
【０００３】
　特許文献１には、病室を回診しながらＸ線撮影を行うために、被写体（患者）に向けて
Ｘ線を照射するＸ線源、および無線通信機能付きの電子カセッテを操作するためのコンソ
ールを、移動可能な台車に搭載した回診車が記載されている。この回診車には、電子カセ
ッテを収納する収納ボックスが設けられている。
【０００４】
　また、この回診車には、電子カセッテの病室への置き忘れを防止する置き忘れ防止機能
が付いている。置き忘れ防止機能は、撮影を行っていない状態において、電子カセッテが
収納ボックスに収納されているか否かを検知する検知部と、電子カセッテが収納ボックス
に収納されていないと検知部で検知した場合、電子カセッテが収納ボックスに収納されて
いない旨を報知する表示パネルやスピーカー等の報知部とで構成される。
【０００５】
　検知部は、電子カセッテとコンソールの無線通信状態を監視し、電子カセッテと回診車
とが一定距離離れて、電子カセッテとコンソール間で無線通信ができなくなったときに、
電子カセッテが収納ボックスに収納されていないと検知する。報知部は、電子カセッテが
収納ボックスに収納されたときに報知を停止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－１２０８１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電子カセッテは比較的高価であるため、撮影室や回診車を複数有する医療施設であって
も、撮影室や回診車の数に対して必要十分な数の電子カセッテが配備されている訳ではな
い。したがって、こうした医療施設では、撮影室や回診車といった複数の使用領域で電子
カセッテを行き来させて使い回す運用がなされている。例えば撮影室Ａにある電子カセッ
テを、撮影室Ｂに持ち出して使用する、あるいは、回診車の電子カセッテを、撮影室Ｃに
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持ち込んで使用する等である。
【０００８】
　電子カセッテは機動性を有し比較的高価であるがゆえに、電子カセッテの盗難には十分
注意を払う必要がある。特許文献１では、電子カセッテと回診車とが一定距離離れて、電
子カセッテとコンソール間で無線通信ができなくなったときに、電子カセッテが収納ボッ
クスに収納されていない旨を報知しているので、電子カセッテを病室に置き忘れた場合だ
けでなく、電子カセッテの使用者以外の他者が、電子カセッテを盗むために不正に持ち出
した場合も報知が行われる。このため、電子カセッテの盗難を防止することができる。
【０００９】
　しかしながら、複数の使用領域で電子カセッテを行き来させて使い回す運用をする場合
に特許文献１に記載の技術を適用すると、ある使用領域から別の使用領域で使用するため
に使用者が電子カセッテを持ち出した場合も報知が行われ、かつその報知が停止されない
ため非常に煩わしい。報知を停止するための操作ボタンを設けたり、一定時間経過後に報
知を停止したりすれば煩わしさからは解放されるが、そうすると電子カセッテを不正に持
ち出した場合も報知が停止されてしまうことになり、電子カセッテの盗難の防止に役立た
ない。
【００１０】
　このように、複数の使用領域で電子カセッテを行き来させて使い回す運用をする場合は
、使用領域から電子カセッテが持ち出された場合にはその旨を報知し、かつ、ある使用領
域から別の使用領域で使用するために電子カセッテを持ち出した場合等、電子カセッテの
持ち出しが適正な運用の範囲である場合には適切なタイミングで報知を停止する必要があ
る。
【００１１】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、複数の使用領域で電子カセッテを行き来
させて使い回す運用をする場合、使用領域から電子カセッテが持ち出された場合にはその
旨を報知することが可能で、かつ電子カセッテの持ち出しが適正な運用の範囲である場合
には適切なタイミングで報知を停止することが可能な電子カセッテ管理システム、電子カ
セッテ管理システムの作動方法、並びに電子カセッテ管理装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の電子カセッテ管理システムは、予め設定された少
なくとも第１および第２使用領域に対する、電子カセッテの出入りを検知する第１および
第２検知部と、第１および第２検知部の検知結果を取得する取得部と、取得部で取得した
検知結果に基づいて、第１および第２使用領域のいずれかから電子カセッテが出たと判定
した場合に報知を開始し、報知が開始された後、取得部で取得した検知結果に基づいて、
第１および第２使用領域のいずれかに電子カセッテが入ったと判定した場合に報知を停止
する報知制御部とを備えている。
【００１３】
　検知結果により判明する電子カセッテの現在位置を、記録部に記録する記録制御部を備
えることが好ましい。記録制御部は、現在位置に加えて、検知結果により判明する、過去
の現在位置の履歴である電子カセッテの移動履歴を、記録部に記録してもよい。
【００１４】
　現在位置および移動履歴のうちの少なくとも現在位置を、表示部に表示する表示制御部
を備えることが好ましい。
【００１５】
　電子カセッテの定位置を設定する定位置設定部を備えることが好ましい。記録制御部は
、定位置設定部で設定した定位置以外の位置から定位置に現在位置が復帰した場合、移動
履歴の少なくとも一部を消去してもよい。また、定位置設定部は、移動履歴で電子カセッ
テが存在する頻度が高い位置を定位置に設定してもよい。
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【００１６】
　取得部、報知制御部、および記録制御部は、電子カセッテを操作するためのコンソール
に設けられていることが好ましい。
【００１７】
　１つの使用領域を複数台のコンソールで管轄する場合、複数台のコンソールのうち、報
知制御部および記録制御部を作動させるコンソールを設定する作動設定部を備えることが
好ましい。複数台のコンソールに、電子カセッテの使用者により携帯される携帯型コンソ
ールを含む場合、作動設定部は、携帯型コンソールの報知制御部および記録制御部を作動
させる設定としてもよい。
【００１８】
　使用領域の範囲を、電子カセッテの動作状態に応じて設定する範囲設定部を備えること
が好ましい。動作状態は、放射線撮影に使用すると選択されていない非選択状態と、放射
線撮影に使用すると選択された選択状態とを含み、範囲設定部は、非選択状態と比べて選
択状態の場合の使用領域の範囲を狭めることが好ましい。
【００１９】
　検知部による検知の対象となる電子カセッテを複数台登録可能であってもよい。
【００２０】
　検知部は、電子カセッテに設けられた無線送信部からの無線信号を受信する無線受信部
であることが好ましい。
【００２１】
　また、本発明の電子カセッテ管理システムの作動方法は、第１および第２検知部により
、予め設定された少なくとも第１および第２使用領域に対する、電子カセッテの出入りを
検知する検知ステップと、取得部により、第１および第２検知部の検知結果を取得する取
得ステップと、報知制御部により、取得ステップで取得した検知結果に基づいて、第１お
よび第２使用領域のいずれかから電子カセッテが出たと判定した場合に報知を開始し、報
知が開始された後、取得ステップで取得した検知結果に基づいて、第１および第２使用領
域のいずれかに電子カセッテが入ったと判定した場合に報知を停止する報知制御ステップ
とを備えている。
【００２２】
　さらに、本発明の電子カセッテ管理装置は、予め設定された第１使用領域に対する、電
子カセッテの出入りを検知する第１検知部と、第１検知部の第１検知結果と、少なくとも
１台の他の電子カセッテ管理装置に設定された第２使用領域に対する、電子カセッテの出
入りを検知する第２検知部の第２検知結果とを取得する取得部と、取得部で取得した第１
検知結果に基づいて、第１使用領域から電子カセッテが出たと判定した場合に報知を開始
し、報知が開始された後、取得部で取得した第１検知結果または第２検知結果に基づいて
、第１使用領域または第２使用領域に電子カセッテが入ったと判定した場合に報知を停止
する報知制御部とを備えている。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、予め設定された少なくとも第１および第２使用領域に対する、電子カ
セッテの出入りの検知結果を取得し、第１および第２使用領域のいずれかから電子カセッ
テが出たと判定した場合に報知を開始し、報知が開始された後、第１および第２使用領域
のいずれかに電子カセッテが入ったと判定した場合に報知を停止するので、複数の使用領
域で電子カセッテを行き来させて使い回す運用をする場合、使用領域から電子カセッテが
持ち出された場合にはその旨を報知することが可能で、かつ電子カセッテの持ち出しが適
正な運用の範囲である場合には適切なタイミングで報知を停止することが可能な電子カセ
ッテ管理システム、電子カセッテ管理システムの作動方法、並びに電子カセッテ管理装置
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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【図１】第１撮影室、第２撮影室を有する医療施設内を示す図である。
【図２】カセッテ登録テーブルを示す図である。
【図３】カセッテ選択ウィンドウを示す図である。
【図４】電子カセッテを示す斜視図である。
【図５】電子カセッテの内部構成を示すブロック図である。
【図６】電子カセッテの動作状態、センサパネルの動作、および判定部の動作を示す説明
図である。
【図７】コンソールを構成するコンピュータを示すブロック図である。
【図８】コンソールのＣＰＵの機能を示すブロック図である。
【図９】報知制御部による報知開始および停止のタイミングを示す説明図である。
【図１０】コンソールと無線タグリーダの作動手順を示すフローチャートである。
【図１１】コンソールと無線タグリーダの作動手順を示すフローチャートである。
【図１２】第１～第３撮影室と回診車に第１～第４使用領域が設定された状態を示す図で
ある。
【図１３】記録制御部および表示制御部を設けた第２、第３実施形態のコンソールのＣＰ
Ｕの機能を示すブロック図である。
【図１４】電子カセッテの現在位置の項目を有するカセッテ登録テーブルを示す図である
。
【図１５】現在位置確認ウィンドウを示す図である。
【図１６】電子カセッテの現在位置および移動履歴の項目を有するカセッテ登録テーブル
を示す図である。
【図１７】現在位置・移動履歴確認ウィンドウを示す図である。
【図１８】現在位置・移動履歴確認ウィンドウの別の例を示す図である。
【図１９】定位置設定部を設けた第４実施形態のコンソールのＣＰＵの機能を示すブロッ
ク図である。
【図２０】電子カセッテの定位置の項目を有するカセッテ登録テーブルを示す図である。
【図２１】集計テーブルを示す図である。
【図２２】１つの使用領域を、１台のコンソールで管轄する例と、複数台のコンソールで
管轄する例を示す説明図である。
【図２３】作動設定部を設けた第６実施形態のコンソールのＣＰＵの機能を示すブロック
図である。
【図２４】携帯型コンソールをマスターコンソールとする様子を示す説明図である。
【図２５】範囲設定部を設けた第７実施形態のコンソールのＣＰＵの機能を示すブロック
図である。
【図２６】範囲設定テーブルを示す図である。
【図２７】電子カセッテの動作状態に応じた使用領域の範囲の推移を示す説明図である。
【図２８】範囲設定テーブルの別の例を示す図である。
【図２９】電子カセッテ管理システムの別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
[第１実施形態]
　図１において、医療施設内には、Ｘ線撮影を行うための第１撮影室２Ａ、第２撮影室２
Ｂの２つの撮影室が隣接して配置されている。第１撮影室２Ａには、被写体である患者Ｐ
が待合室５から入室または待合室５に退室するための第１出入口６Ａと、第１使用者ＲＡ
が通路７を介して各撮影室２Ａ、２Ｂを行き来するための第１通用口８Ａとが設けられて
いる。第１使用者ＲＡは、第１撮影室２Ａに常駐している医師や放射線技師等である。
【００２６】
　第１撮影室２Ａには、患者Ｐに向けてＸ線を照射する第１Ｘ線源１０Ａ、患者Ｐを立位
姿勢で撮影するための第１立位撮影台１１Ａ、患者Ｐを臥位姿勢で撮影するための第１臥
位撮影台１２Ａ、第１使用者ＲＡにより操作される第１コンソール１３Ａ、および第１ラ
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ック１４Ａが設置されている。なお、第２撮影室２Ｂに関わる構造物や機器類等は、第１
撮影室２Ａの第１出入口６Ａ等の構造物や、第１撮影室２Ａに設置される第１Ｘ線源１０
Ａ等の機器類と同じであるため、説明を省略する。以下の説明では、必要に応じて第２撮
影室２Ｂに関わる構造物や機器類を表す単語の前に「第２」を付して番号の後ろに「Ｂ」
を付し、「第１」と「Ａ」が付された第１撮影室２Ａに関わる構造物や機器類等と区別す
る。また、特に区別が必要ない場合は「第１」、「第２」および「Ａ」、「Ｂ」をとって
、「Ｘ線源１０」等と表現する。第１使用者ＲＡ、第２使用者ＲＢについても同様である
。
【００２７】
　医療施設は、電子カセッテ１５Ａ、１５Ｂ、１５Ｃ、１５Ｄの４台の電子カセッテを所
有している。各電子カセッテ１５Ａ～１５Ｄは、Ｘ線源１０から照射されて患者Ｐを透過
したＸ線を受けてＸ線画像を検出する。医療施設では、各撮影室２Ａ、２Ｂ間で各電子カ
セッテ１５Ａ～１５Ｄを行き来させて使い回す運用がなされる。各電子カセッテ１５Ａ～
１５Ｄは、例えば、電子カセッテ１５Ａ、１５Ｂが同じタイプで、電子カセッテ１５Ａは
主に第１撮影室２Ａで使用され、電子カセッテ１５Ｂは主に第２撮影室２Ｂで使用される
。また、電子カセッテ１５Ｃ、１５Ｄは異なるタイプである。
【００２８】
　同じタイプとは、外形サイズおよび性能が同じということであり、異なるタイプとは、
外形サイズまたは性能あるいはその両方が異なるということである。例えば、電子カセッ
テ１５Ａ、１５Ｂは外形サイズが１４×１７インチと同じで性能も同じであり、電子カセ
ッテ１５Ｃは外形サイズが１７×１７インチ、電子カセッテ１５Ｄは外形サイズが１０×
１２インチとそれぞれ異なる。
【００２９】
　電子カセッテ１５Ａ、１５Ｂは、各撮影室２Ａ、２Ｂの立位撮影台１１Ａ、１１Ｂにそ
れぞれセットされた状態である。そして、第１撮影室２Ａでは、患者ＰのＸ線撮影が行わ
れている。また、電子カセッテ１５Ｃは第１撮影室２Ａの第１ラック１４Ａに収容され、
電子カセッテ１５Ｄは第２撮影室２Ｂの第２ラック１４Ｂに収容されている。なお、各電
子カセッテ１５Ａ～１５Ｄは、外形サイズや性能は異なるものの、基本的な構成は同じで
あるので、特に区別する必要がない場合はこれらをまとめて「電子カセッテ１５」と表現
する。
【００３０】
　電子カセッテ１５は、前面４５（図４参照）がＸ線源１０と対向する姿勢で各撮影台１
１、１２に保持される。患者Ｐは、撮影部位がＸ線源１０と電子カセッテ１５との間に位
置するよう、使用者Ｒによりポジショニングされる。Ｘ線源１０は、線源移動装置（図示
せず）により所望の方向および位置にセット可能であり、Ｘ線源１０は各撮影台１１、１
２で共用される。なお、電子カセッテ１５は、各撮影台１１、１２にセットされる他に、
患者Ｐが仰臥するベッド上に置いたり患者Ｐ自身にもたせたりして単体で使用されること
もある。
【００３１】
　撮影室２には使用領域２０が予め設定されている。使用領域２０は、電子カセッテ１５
の使用が許可された領域である。待合室５および通路７は、使用領域２０外である。
【００３２】
　コンソール１３には、無線受信部に相当する無線タグリーダ２１が接続されている。無
線タグリーダ２１は、撮影室２の壁面や天井等に取り付けられる。無線タグリーダ２１は
、コンソール１３とは別電源で駆動し、定期的に探査信号を無線送信している。無線タグ
リーダ２１は、電子カセッテ１５に取り付けられた無線タグ５０（無線送信部に相当、図
４参照）から、探査信号に対する応答信号を受信することで、使用領域２０に対する電子
カセッテ１５の出入りを検知する。すなわち無線タグリーダ２１は検知部として機能する
。
【００３３】
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　コンソール１３と無線タグリーダ２１とで本発明の電子カセッテ管理装置を構成する。
第１コンソール１３Ａと第１無線タグリーダ（第１検知部）２１Ａは、第１撮影室２Ａに
設定された第１使用領域２０Ａに対する電子カセッテ１５の出入りを管轄する。第２コン
ソール１３Ｂと第２無線タグリーダ（第２検知部）２１Ｂは、第２撮影室２Ｂに設定され
た第２使用領域２０Ｂに対する電子カセッテ１５の出入りを管轄する。これら第１コンソ
ール１３Ａ、第２コンソール１３Ｂと第１無線タグリーダ２１Ａ、第２無線タグリーダ２
１Ｂとで本発明の電子カセッテ管理システムを構成する。
【００３４】
　無線タグリーダ２１は、無線タグ５０からの応答信号を受信している間は、電子カセッ
テ１５が使用領域２０内に存在する旨の検知結果を出力する。一方、応答信号が途絶えた
場合、無線タグリーダ２１は、電子カセッテ１５が使用領域２０内に存在しない（使用領
域２０外に持ち出された）旨の検知結果を出力する。電子カセッテ１５が使用領域２０内
に存在する旨の検知結果は、無線タグリーダ２１のＩＤと無線タグ５０からの応答信号に
付されたカセッテＩＤとを含む。一方、電子カセッテ１５が使用領域２０内に存在しない
旨の検知結果は、無線タグリーダ２１のＩＤのみでカセッテＩＤは付されない。
【００３５】
　使用領域２０は、探査信号および応答信号の送受信可能範囲に応じて決まる。探査信号
および応答信号の周波数帯には、送受信可能範囲が２ｍ～５ｍ程度である９００ＭＨｚ近
辺（例えば８６８ＭＨｚ）のいわゆるＵＨＦ（Ultra High Frequency）帯が使用される。
なお、探査信号および応答信号は、各電子カセッテ１５Ａ～１５Ｄを区別するために、電
子カセッテ１５Ａ～１５Ｄ毎に異なるチャンネルが使用される。
【００３６】
　第１使用領域２０Ａと第２使用領域２０Ｂは、第１撮影室２Ａと第２撮影室２Ｂのそれ
ぞれの空間全体をカバーするよう設定されており、これらは重複していない。このため、
各撮影室２Ａ、２Ｂ間で探査信号および応答信号が混信することはない。このように第１
使用領域２０Ａと第２使用領域２０Ｂを、第１撮影室２Ａと第２撮影室２Ｂのそれぞれの
空間全体をカバーするよう設定し、かつ重複しないようにする方法としては、各撮影室２
Ａ、２Ｂに電磁シールドを施す方法を採用することができる。なお、無線タグリーダ２１
の取り付け箇所は、出入口６や通用口８のドア、あるいはコンソール１３が設置される台
等でもよい。また、無線タグリーダ２１はコンソール１３に内蔵されていてもよい。
【００３７】
　Ｘ線源１０は、周知のように、Ｘ線を発生するＸ線管と、Ｘ線管から発生されたＸ線の
患者Ｐへの照射野を限定する照射野限定器（コリメータともいう）とを有する。Ｘ線源１
０には、線源制御装置２２が接続され、線源制御装置２２には照射スイッチ２３が接続さ
れている。線源制御装置２２は、Ｘ線管に与える管電圧、管電流、およびＸ線の照射時間
を制御する。線源制御装置２２には、管電圧、管電流、およびＸ線の照射時間からなるＸ
線撮影の撮影条件が、胸部、腹部等の撮影部位に応じて予め複数種類記憶されており、そ
の中から所望の撮影条件が使用者Ｒにより選択入力される。
【００３８】
　照射スイッチ２３は、Ｘ線の照射を開始する際に使用者Ｒにより操作される。照射スイ
ッチ２３は２段押下型であり、照射スイッチ２３が１段目まで押された（半押しされた）
とき、線源制御装置２２はＸ線源１０にＸ線を照射する前の準備動作を開始させる。照射
スイッチ２３が２段目まで押された（全押しされた）とき、線源制御装置２２はＸ線源１
０によるＸ線の照射を開始させる。線源制御装置２２はＸ線の照射が開始されたときに計
時を開始するタイマーを有し、タイマーで計時した時間が撮影条件で設定された照射時間
となったとき、Ｘ線源１０によるＸ線の照射を停止させる。
【００３９】
　コンソール１３は、ディスプレイ２５、入力デバイス２６、スピーカー２７、ストレー
ジデバイス２８等を有し、撮影室２に据え置かれる。ディスプレイ２５は、キーボードや
マウスといった入力デバイス２６の操作に応じた各種操作画面を表示する。操作画面には
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ＧＵＩ(Graphical User Interface)が配され、コンソール１３はこのＧＵＩを通じて入力
デバイス２６からの操作指示の入力を受け付ける。
【００４０】
　ディスプレイ２５は、電子カセッテ１５で検出したＸ線画像を表示する他、撮影条件の
入力画面といった各種操作画面を表示する。スピーカー２７は、使用領域２０から電子カ
セッテ１５が出たことを音声で報知する。ストレージデバイス２８は例えばハードディス
クドライブであり、Ｘ線画像やＸ線撮影に必要な各種情報を記憶する。
【００４１】
　コンソール１３は、検査オーダの入力を受け付けて、検査オーダをディスプレイ２５に
表示する。検査オーダには、患者Ｐの性別、年齢といった患者情報、頭部、胸部、腹部、
手、指といった撮影部位、立位、臥位といった姿勢、正面、背面、側面といった向き等の
情報が含まれる。検査オーダは、病院情報システム（ＨＩＳ；Hospital Information Sys
tem）や放射線情報システム（ＲＩＳ；Radiology Information System）等の、患者情報
や放射線検査に係る検査情報を管理する外部システム（図示せず）から入力される。
【００４２】
　ストレージデバイス２８には、患者情報、撮影部位、姿勢、および向きに対応する撮影
条件が例えばデータテーブル形式で複数種類記憶されている。撮影条件は、上述の通りＸ
線管に与える管電圧、管電流、およびＸ線の照射時間であり、患者情報、撮影部位、姿勢
、および向きを考慮して設定される。使用者Ｒは、検査オーダの内容をディスプレイ２５
で確認し、その内容に応じた撮影条件を設定する。設定された撮影条件は、コンソール１
３から電子カセッテ１５に転送される。線源制御装置２２には、コンソール１３に入力し
たものと同じ撮影条件が使用者Ｒにより設定される。なお、撮影条件としては、管電流と
照射時間の代わりに、管電流と照射時間の積である管電流照射時間積（ｍＡｓ値）を設定
してもよい。
【００４３】
　図２において、ストレージデバイス２８には、各電子カセッテ１５Ａ～１５Ｄを識別す
るためのカセッテＩＤと名称の組を登録したカセッテ登録テーブル３０が記憶されている
。カセッテ登録テーブル３０には、例えば最大５台の電子カセッテ１５を登録可能である
。カセッテＩＤは、各電子カセッテ１５Ａ～１５Ｄの登録時に、各電子カセッテ１５Ａ～
１５Ｄに取り付けられた無線タグ５０を無線タグリーダ２１で読み取ることにより入力さ
れる。名称は、各電子カセッテ１５Ａ～１５Ｄに対して使用者Ｒが付けたものである。本
例では、電子カセッテ１５Ａには「Ａカセッテ」、電子カセッテ１５Ｂには「Ｂカセッテ
」、電子カセッテ１５Ｃには「Ｃカセッテ」、電子カセッテ１５Ｄには「Ｄカセッテ」の
名称がそれぞれ付けられている。
【００４４】
　コンソール１３は、このカセッテ登録テーブル３０のカセッテＩＤによって、入力デバ
イス２６で撮影に使用すると選択された電子カセッテ１５が、各電子カセッテ１５Ａ～１
５Ｄのいずれかを判断する。また、このカセッテ登録テーブル３０に登録された各電子カ
セッテ１５Ａ～１５Ｄが、無線タグリーダ２１による検知の対象となる。
【００４５】
　図３において、ディスプレイ２５は、各電子カセッテ１５Ａ～１５Ｄのうち、撮影に使
用する１台の電子カセッテ１５を選択するためのカセッテ選択ウィンドウ３１を表示する
。カセッテ選択ウィンドウ３１には、カセッテ登録テーブル３０に登録された各電子カセ
ッテ１５Ａ～１５Ｄの名称が羅列され、その横にラジオボタン３２が設けられている。ラ
ジオボタン３２は、１つを選択すると他の選択が解除されるＧＵＩであり、各電子カセッ
テ１５Ａ～１５Ｄのうちの１台が択一的に選択される。図では電子カセッテ１５Ａである
Ａカセッテが選択された状態を示している。ラジオボタン３２により所望の電子カセッテ
１５を選択してＯＫボタン３３を選択すると、撮影に使用する電子カセッテ１５の選択が
済まされる。
【００４６】
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　コンソール１３は、各電子カセッテ１５Ａ～１５Ｄのうち、カセッテ選択ウィンドウ３
１で撮影に使用すると選択された電子カセッテ１５に対して、撮影に使用すると選択され
たことを示す選択信号を送信する（図６参照）。
【００４７】
　図４において、電子カセッテ１５は、センサパネル４０と、制御基板４１と、バッテリ
４２と、通信部４３と、これらを収納する扁平な箱型をした可搬型の筐体４４とを有する
。Ｘ線が入射する筐体４４の前面４５には矩形状の開口が形成されており、開口には天板
としてＸ線透過板４６が取り付けられている。
【００４８】
　バッテリ４２は、電源回路（図示せず）を通じて電子カセッテ１５の各部に電力を供給
する。バッテリ４２は、筐体４４内から外部に取り出し可能で、専用の充電器（図示せず
）にセットして充電することが可能である。通信部４３は、コンソール１３と無線または
有線接続され、コンソール１３との間で、Ｘ線撮影の撮影条件、Ｘ線画像等の各種データ
を送受信する。また、通信部４３は、Ｘ線撮影に使用すると選択されたときにコンソール
１３から送信される選択信号を受信する。
【００４９】
　センサパネル４０は、シンチレータ４７と、光検出基板４８とで構成される。シンチレ
ータ４７と光検出基板４８は、Ｘ線の入射側からみてシンチレータ４７、光検出基板４８
の順に積層されている。シンチレータ４７は、ＣｓＩ：Ｔｌ（タリウム賦活ヨウ化セシウ
ム）やＧＯＳ（Ｇｄ２Ｏ２Ｓ：Ｔｂ、テルビウム賦活ガドリウムオキシサルファイド）等
の蛍光体を有し、Ｘ線透過板４６を介して入射したＸ線を可視光に変換して放出する。な
お、シンチレータ４７を光検出基板４８のＸ線入射側とは反対側に配置したセンサパネル
を用いてもよい。また、アモルファスセレン等の光導電膜によりＸ線を直接信号電荷に変
換する直接変換型のセンサパネルを用いてもよい。
【００５０】
　光検出基板４８は、シンチレータ４７から放出された可視光を検出して電気信号に変換
する。制御基板４１は、光検出基板４８の駆動を制御するとともに、光検出基板４８から
出力された電気信号に基づきＸ線画像を生成する。
【００５１】
　筐体４４の一側面には、電源スイッチ４９が配されている。電源スイッチ４９は、電子
カセッテ１５の電源をオン／オフする際に使用者Ｒにより操作される。
【００５２】
　また、筐体４４の一側面には、無線タグ５０が取り付けられている。無線タグ５０には
カセッテＩＤ等の情報が記憶されている。無線タグ５０は、無線タグリーダ２１からの探
査信号を受信して起動するパッシブタグであり、探査信号に応じて、カセッテＩＤ等の情
報を乗せた応答信号を送信する。探査信号は定期的に送信されるので、電子カセッテ１５
が使用領域２０内にある間、無線タグ５０は、探査信号の受信と応答信号の送信を繰り返
す。なお、無線タグ５０は筐体４４内に組み込まれていてもよい。
【００５３】
　図５において、光検出基板４８は、ガラス基板（図示せず）上に、Ｎ行×Ｍ列の２次元
マトリクスに配列された画素５５と、Ｎ本の走査線５６と、Ｍ本の信号線５７とが設けら
れたものである。走査線５６は、画素５５の行方向に沿うＸ方向に延伸し、かつ画素５５
の列方向に沿うＹ方向に所定のピッチで配置されている。信号線５７は、Ｙ方向に延伸し
、かつＸ方向に所定のピッチで配置されている。走査線５６と信号線５７とは直交してお
り、走査線５６と信号線５７の交差点に対応して画素５５が設けられている。Ｎ、Ｍは２
以上の整数であり、例えばＮ、Ｍ≒２０００である。なお、画素５５の配列は、本例のよ
うに正方配列でなくともよく、ハニカム配列でもよい。
【００５４】
　各画素５５は、周知のように、可視光の入射によって電荷（電子－正孔対）を発生して
これを蓄積する光電変換部５８、およびスイッチング素子であるＴＦＴ（Thin-Film Tran



(11) JP 6088459 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

sistor）５９を備える。光電変換部５８は、電荷を発生する半導体層とその上下に上部電
極および下部電極を配した構造を有している。半導体層は例えばＰＩＮ（p-intrinsic-n
）型であり、上部電極側にＮ型層、下部電極側にＰ型層が形成されている。ＴＦＴ５９は
、ゲート電極が走査線５６に、ソース電極が信号線５７に、ドレイン電極が光電変換部５
８の下部電極にそれぞれ接続されている。なお、ＴＦＴ型ではなく、ＣＭＯＳ（Compleme
ntary Metal Oxide Semiconductor）型のセンサパネルを用いてもよい。
【００５５】
　光電変換部５８の上部電極にはバイアス線（図示せず）が接続されている。バイアス線
は画素５５の行数分（Ｎ行分）設けられて１本の母線に接続されている。母線はバイアス
電源に繋がれている。母線とバイアス線を通じて、バイアス電源から光電変換部５８の上
部電極に正のバイアス電圧が印加される。正のバイアス電圧の印加により半導体層内に電
界が生じる。光電変換部５８は逆バイアスの状態で使用される。光電変換により半導体層
内で発生した電子－正孔対のうちの電子は、上部電極に移動してバイアス線に吸収され、
正孔は、下部電極に移動して信号電荷として収集される。
【００５６】
　制御基板４１には、ゲートドライバ６０と、信号処理部６１と、メモリ６２と、判定部
６３と、これらを制御する制御部６４とが設けられている。ゲートドライバ６０は、各走
査線５６の端部に接続され、ＴＦＴ５９を駆動するためのゲートパルスＧ（Ｋ）（Ｋ＝１
～Ｎ）を発する。制御部６４は、ゲートドライバ６０を通じてＴＦＴ５９を駆動すること
により、Ｘ線の照射前に、画素５５から信号電荷を読み出す照射前読み出し動作と、Ｘ線
の到達線量に応じた信号電荷を画素５５に蓄積させる蓄積動作と、Ｘ線の照射終了後に、
画素５５から信号電荷を読み出す画像読み出し動作とをセンサパネル４０に行わせる。
【００５７】
　蓄積動作では、ゲートドライバ６０はいずれの走査線５６にもゲートパルスＧ（Ｋ）を
与えない。したがって蓄積動作時は、ＴＦＴ５９はオフ状態となる。その間に画素５５に
Ｘ線の入射量に応じた信号電荷が蓄積される。照射前読み出し動作および画像読み出し動
作では、ゲートドライバ６０は、先頭行である１行目から最終行であるＮ行目までの各走
査線５６に、順に所定の間隔でゲートパルスＧ（Ｋ）を与え、各走査線５６に接続された
ＴＦＴ５９を１行ずつ順次オン状態とする。
【００５８】
　信号処理部６１は、各信号線５７の端部に接続されている。信号処理部６１は、照射前
読み出し動作または画像読み出し動作で画素５５から読み出された信号電荷をデジタルの
電圧値（信号電圧）に変換し、メモリ６２に出力する。メモリ６２は、信号処理部６１か
ら出力されたデジタルの信号電圧を記憶する。以下では、照射前読み出し動作でメモリ６
２に記憶されるデジタルの信号電圧を線量信号（図６参照）、画像読み出し動作でメモリ
６２に記憶されるデジタルの信号電圧を画像信号（図６参照）という。
【００５９】
　判定部６３は、制御部６４により駆動制御される。判定部６３は、線量信号に基づき、
Ｘ線源１０によるＸ線の照射が開始されたか否かを判定する照射開始判定を行う。判定部
６３は、Ｘ線の照射が開始されたと判定した場合、制御部６４に照射開始判定信号を出力
する（図６参照）。
【００６０】
　制御部６４は、タイマー６５を内蔵している。タイマー６５にはコンソール１３で設定
された撮影条件のうちの照射時間がセットされる。タイマー６５は、判定部６３から照射
開始判定信号を受け取ったときに計時を開始する。制御部６４は、タイマー６５の計時時
間が撮影条件で設定された照射時間に達したときにＸ線の照射が停止したと判断する。
【００６１】
　図６において、電子カセッテ１５は、電源オフの状態、待機状態、スリープ状態、レデ
ィ状態、および画像取得状態の５つの動作状態を有する。
【００６２】
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　電子カセッテ１５は、電源スイッチ４９が操作されて電源オンしたときに、通信部４３
を介して電源オンした旨を示す電源オン信号をコンソール１３に送信し、待機状態となる
。電子カセッテ１５は、待機状態から一定時間操作がないときにスリープ状態に移行する
。スリープ状態において、Ｘ線撮影に使用すると選択されたことを示す選択信号をコンソ
ール１３から受信したとき、電子カセッテ１５は再び待機状態に移行する。待機状態にお
いて、撮影条件をコンソール１３から受信したとき、電子カセッテ１５はレディ状態に移
行する。そして、レディ状態において、判定部６３でＸ線の照射が開始されたと判定され
、判定部６３から制御部６４に照射開始判定信号が出力されたとき、電子カセッテ１５は
画像取得状態に移行する。
【００６３】
　待機状態およびスリープ状態では、制御部６４は、ゲートドライバ６０および信号処理
部６１への電力供給を停止し、通信部４３のみを駆動させている。したがって待機状態お
よびスリープ状態ではセンサパネル４０は動作しない。レディ状態では、制御部６４はセ
ンサパネル４０に照射前読み出し動作を行わせ、メモリ６２に線量信号を出力させる。ま
た、画像取得状態では、制御部６４はセンサパネル４０に蓄積動作を行わせる。制御部６
４は、判定部６３から照射開始判定信号を受けたとき、照射前読み出し動作が画素５５の
途中の行であっても、照射前読み出し動作を直ちに停止させて蓄積動作を開始させる。こ
れによりＸ線の照射開始タイミングと蓄積動作の開始タイミングとの同期がとられる。
【００６４】
　制御部６４は、タイマー６５の計時時間が撮影条件で設定された照射時間に達し、Ｘ線
の照射が停止したと判断したとき、センサパネル４０に画像読み出し動作を行わせ、メモ
リ６２に画像信号を出力させる。メモリ６２に出力された画像信号は、通信部４３を介し
てＸ線画像としてコンソール１３に送信される。
【００６５】
　画像読み出し動作終了後、電子カセッテ１５は、再び待機状態に戻る。なお、電子カセ
ッテ１５は、電源スイッチ４９が操作されて電源オフするときに、通信部４３を介して電
源オフする旨を示す電源オフ信号（図２７参照）をコンソール１３に送信する。
【００６６】
　電源オフの状態、電源オン後の待機状態、並びにスリープ状態は、電子カセッテ１５が
撮影に使用すると選択されていない非選択状態であり、選択信号受信後の待機状態、レデ
ィ状態、および画像取得状態は、電子カセッテ１５が撮影に使用すると選択された選択状
態である。画像取得状態の後の待機状態は、カセッテ選択ウィンドウ３１で他の電子カセ
ッテ１５が撮影に使用すると選択されるか、スリープ状態に移行するまで、選択状態であ
る。
【００６７】
　判定部６３は、照射前読み出し動作でメモリ６２に１行分の線量信号が出力される毎に
、１行分の線量信号の代表値と、予め設定された判定閾値の大小を比較する。判定閾値と
比較する線量信号の代表値としては、１行分の線量信号のうちの最大値が好ましい。なお
、１行分の線量信号の平均値や合計値でもよい。線量信号は、Ｘ線の照射が開始されると
増加し、線量信号の代表値はある時点で判定閾値を上回るレベルに達する。判定部６３は
、この線量信号の代表値が判定閾値を上回った時点でＸ線の照射が開始されたと判定する
。
【００６８】
　図７において、コンソール１３を構成するコンピュータは、前述のディスプレイ２５、
入力デバイス２６、スピーカー２７、ストレージデバイス２８の他、メモリ７０、ＣＰＵ
（Central Processing Unit）７１、および通信部７２を備えている。これらはデータバ
ス７３を介して相互接続されている。
【００６９】
　ストレージデバイス２８には、前述のカセッテ登録テーブル３０の他、オペレーティン
グシステム等の制御プログラムや、電子カセッテ管理プログラム７４を含む各種アプリケ
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ーションプログラムが記憶されている。電子カセッテ管理プログラム７４は、コンソール
１３を構成するコンピュータを、無線タグリーダ２１と併せて電子カセッテ管理装置とし
て機能させるためのプログラムである。
【００７０】
　メモリ７０は、ＣＰＵ７１が処理を実行するためのワークメモリである。ＣＰＵ７１は
、ストレージデバイス２８に記憶されたプログラムをメモリ７０へロードして、プログラ
ムにしたがった処理を実行することにより、コンピュータの各部を統括的に制御する。
【００７１】
　通信部７２は、電子カセッテ１５の通信部４３と無線または有線接続される。また、通
信部７２には無線タグリーダ２１が接続され、使用領域２０に対する電子カセッテ１５の
出入りの検知結果を無線タグリーダ２１から受信する。さらに、通信部７２は、医療施設
内に敷設されたＬＡＮ（Local Area Network）等のネットワーク７５を介して、他のコン
ソール１３等の外部装置との各種情報の伝送を行うネットワークインターフェースの機能
を有する。通信部７２は、電子カセッテ１５から電源オン／オフ信号やＸ線画像を受信し
、電子カセッテ１５に選択信号や撮影条件を送信する。また、通信部７２は、無線タグリ
ーダ２１の検知結果を他のコンソール１３から受信し、かつ自らに接続された無線タグリ
ーダ２１の検知結果を他のコンソール１３に送信する。
【００７２】
　図８において、ＣＰＵ７１は、電子カセッテ管理プログラム７４を起動すると、メモリ
７０と協働して、取得部８０および報知制御部８１として機能する。
【００７３】
　第１コンソール１３Ａの第１取得部８０Ａは、第１通信部７２Ａで受信した、第１無線
タグリーダ２１Ａによる第１使用領域２０Ａに対する電子カセッテ１５の出入りの検知結
果（第１検知結果）を取得する。また、第１取得部８０Ａは、第２コンソール１３Ｂから
ネットワーク７５経由で送信されて第１通信部７２Ａで受信した、第２無線タグリーダ２
１Ｂによる第２使用領域２０Ｂに対する電子カセッテ１５の出入りの検知結果（第２検知
結果）を取得する。第１取得部８０Ａは、取得した第１、第２検知結果を第１報知制御部
８１Ａに受け渡す。
【００７４】
　第１報知制御部８１Ａは、第１取得部８０Ａからの第１、第２検知結果に基づいて、第
１スピーカー２７Ａの駆動を制御する。より具体的には図９（Ａ）に示すように、第１報
知制御部８１Ａは、第１使用領域２０Ａから電子カセッテ１５が持ち出され、第１検知結
果に基づいて、第１使用領域２０Ａから電子カセッテ１５が出たと判定した場合に第１ス
ピーカー２７Ａを駆動して報知を開始する。第１スピーカー２７Ａによる報知が開始され
た後、図９（Ｂ）に示すように、第１使用領域２０Ａに電子カセッテ１５が戻され、第１
検知結果に基づいて、第１使用領域２０Ａに電子カセッテ１５が入ったと判定した場合、
第１報知制御部８１Ａは、第１スピーカー２７Ａの駆動を停止して報知を停止する。また
、図９（Ｃ）に示すように、第２使用領域２０Ｂに電子カセッテ１５が持ち込まれ、第２
検知結果に基づいて、第２使用領域２０Ｂに電子カセッテ１５が入ったと判定した場合も
、第１報知制御部８１Ａは、第１スピーカー２７Ａの駆動を停止して報知を停止する。一
方、図９（Ｄ）に示すように、第１使用領域２０Ａから電子カセッテ１５が持ち出された
後、第１、第２検知結果に基づいて、第１使用領域２０Ａ、第２使用領域２０Ｂのいずれ
にも電子カセッテ１５が入ったと判定しなかった場合、第１報知制御部８１Ａは、第１ス
ピーカー２７Ａによる報知を継続させる。なお、図８、図９では、第１コンソール１３Ａ
を主体として説明したが、第２コンソール１３Ｂについても同様である。例えば、第２コ
ンソール１３Ｂの第２報知制御部８１Ｂは、第２検知結果に基づいて、第２使用領域２０
Ｂから電子カセッテ１５が持ち出され、第２使用領域２０Ｂから電子カセッテ１５が出た
と判定した場合に第２スピーカー２７Ｂを駆動して報知を開始する。
【００７５】
　以下、上記構成による作用について、図９、および第１コンソール１３Ａと第１無線タ
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グリーダ２１Ａの作動手順を示す図１０、図１１のフローチャートを参照して説明する。
まず、ステップＳ１０に示すように、第１コンソール１３Ａと第１無線タグリーダ２１Ａ
が起動される。ステップＳ１１に示すように、第１無線タグリーダ２１Ａは、定期的に探
査信号を送信し、電子カセッテ１５の無線タグ５０からの応答信号を受信することで、第
１使用領域２０Ａに対する電子カセッテ１５の出入りを検知する作動を開始する。第１取
得部８０Ａにより、第１通信部７２Ａを介した第１無線タグリーダ２１Ａの検知結果であ
る第１検知結果の取得が開始される（ステップＳ１２）。
【００７６】
　第２無線タグリーダ２１Ｂも第１無線タグリーダ２１Ａと同様に、第２使用領域２０Ｂ
に対する電子カセッテ１５の出入りを検知する作動を開始している。この第２無線タグリ
ーダ２１Ｂの検知結果である第２検知結果は、第２コンソール１３Ｂの第２通信部７２Ｂ
から、ネットワーク７５、および第１通信部７２Ａを介して第１取得部８０Ａに入力され
る。これにより、第１取得部８０Ａによる第２検知結果の取得が開始される（ステップ１
３）。以上により第１コンソール１３Ａと第１無線タグリーダ２１Ａによる第１使用領域
２０Ａに対する電子カセッテ１５の出入りの管理が開始される（ステップＳ１４）。
【００７７】
　ステップＳ１４の管理開始後、第１報知制御部８１Ａにより、第１使用領域２０Ａに電
子カセッテ１５が有ると判定された場合（ステップＳ１５でＹＥＳ）、ステップＳ１６に
移行する。一方、第１使用領域２０Ａに電子カセッテ１５がないと判定された場合（ステ
ップＳ１５でＮＯ）、図１１のステップＳ３０に移行する。
【００７８】
　図９（Ａ）に示すように、第１使用領域２０Ａから電子カセッテ１５が持ち出され、第
１報知制御部８１Ａにより、第１検知結果に基づいて、第１使用領域２０Ａから電子カセ
ッテ１５が出たと判定された場合（ステップＳ１６でＹＥＳ）、第１スピーカー２７Ａが
駆動されて報知が開始される（ステップＳ１７）。
【００７９】
　このため、例えば、第２撮影室２Ｂの第２使用者ＲＢが、第１撮影室２Ａにある電子カ
セッテ１５を第２撮影室２Ｂで使用するため、第１通用口８Ａから通路７に電子カセッテ
１５を持ち出した場合や、使用者Ｒ以外の他者が、第１撮影室２Ａにある電子カセッテ１
５を盗むために不正に持ち出した場合も、第１スピーカー２７Ａの報知が開始される。第
１撮影室２Ａにいる第１使用者ＲＡが作業をしていて、第１撮影室２Ａから電子カセッテ
１５を持ち出すところを見ていなくても、何者かが電子カセッテ１５を持ち出したことを
即座に第１使用者ＲＡに報せることができる。
【００８０】
　第１スピーカー２７Ａによる報知が開始された後、図９（Ｄ）に示すように、第１報知
制御部８１Ａにより、第１使用領域２０Ａまたは第２使用領域２０Ａに電子カセッテ１５
が入ったと判定されない間（Ｓ１８でＮＯ）は、報知が継続される。このため、使用者Ｒ
以外の他者が、第１撮影室２Ａの電子カセッテ１５を盗むために不正に持ち出した場合は
報知が継続される。したがって、電子カセッテ１５が盗み目的で持ち出されたことを第１
使用者ＲＡに気付かせることができ、医療施設の警備員に報せる等の対策をとることがで
きる。
【００８１】
　図９（Ｂ）に示すように、第１使用領域２０Ａに電子カセッテ１５が戻されるか、図９
（Ｃ）に示すように、第２使用領域２０Ｂに電子カセッテ１５が持ち込まれ、第１または
第２検知結果に基づいて、第１報知制御部８１Ａにより、第１使用領域２０Ａまたは第２
使用領域２０Ｂに電子カセッテ１５が入ったと判定された場合（ステップＳ１８でＹＥＳ
）、第１スピーカー２７Ａの駆動が停止されて報知が停止される（ステップＳ１９）。電
子カセッテ１５が各撮影室２Ａ、２Ｂ間を行き来する適正な運用の範囲に収まっている場
合は報知が停止されるので、電子カセッテ１５を適正な運用の範囲で使用しているにも関
わらず報知が停止しないという煩わしさがない。
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【００８２】
　ステップＳ１９の報知停止後、第１コンソール１３Ａと第１無線タグリーダ２１Ａによ
る第１使用領域２０Ａに対する電子カセッテ１５の出入りの管理が継続され（ステップＳ
２０でＹＥＳ）、第１報知制御部８１Ａにより、第１検知結果に基づいて、第１使用領域
２０Ａに電子カセッテ１５が有ると判定された場合（ステップＳ２１でＹＥＳ）、ステッ
プＳ１６に移行する。一方、第１報知制御部８１Ａにより、第２検知結果に基づいて、第
１使用領域２０Ａではなく第２使用領域２０Ｂに電子カセッテ１５が有ると判定された場
合（ステップＳ２１でＮＯ）は、図１１のステップＳ３１に移行する。
【００８３】
　図１１において、第１報知制御部８１Ａにより、第２検知結果に基づいて、第２使用領
域２０Ｂに電子カセッテ１５がないと判定された場合（ステップＳ３０でＮＯ）、図１０
のステップＳ１７に移行し、第１スピーカー２７Ａが駆動されて報知が開始される。一方
、第１報知制御部８１Ａにより、第２検知結果に基づいて、第２使用領域２０Ｂに電子カ
セッテ１５が有ると判定され（ステップＳ３０でＹＥＳ）、かつ第２検知結果に基づいて
、第２使用領域２０Ｂから電子カセッテ１５が出たと判定された場合（ステップＳ３１で
ＹＥＳ）、第１スピーカー２７Ａによる報知は開始されない。しかし、第２報知制御部８
１Ｂにより、第２スピーカー２７Ｂが駆動されて第２スピーカー２７Ｂにより報知が開始
される。
【００８４】
　その後、第１または第２検知結果に基づいて、第１報知制御部８１Ａにより、第１使用
領域２０Ａまたは第２使用領域２０Ｂに電子カセッテ１５が入ったと判定された場合（Ｓ
３２でＹＥＳ）、第２報知制御部８１Ｂでも同様に第１使用領域２０Ａまたは第２使用領
域２０Ｂに電子カセッテ１５が入ったと判定され、第２スピーカー２７Ｂの駆動が停止さ
れて報知が停止される。
【００８５】
　第１報知制御部８１Ａにより、第１検知結果に基づいて、第１使用領域２０Ａに電子カ
セッテ１５が有ると判定された場合（ステップＳ３３でＹＥＳ）、図１０のステップＳ１
６に移行する。一方、第１報知制御部８１Ａにより、第２検知結果に基づいて、第１使用
領域２０Ａではなく第２使用領域２０Ｂに電子カセッテ１５が有ると判定された場合（ス
テップＳ３３でＮＯ）は、ステップＳ３１に移行する。
【００８６】
　なお、スピーカー２７の音声による報知に加えて、あるいは代えて、ディスプレイ２５
を明滅させたり、コンソール１３とは別体の警告ランプを点灯させたりしてもよい。また
、上記第１実施形態では、第１使用領域２０Ａから電子カセッテ１５が出た場合のみ第１
スピーカー２７Ａを駆動させて報知しているが、第２使用領域２７Ｂも含めてとにかく使
用領域２０から電子カセッテ１５が出た場合は全てのスピーカー２７を駆動させて報知し
てもよい。さらに、電子カセッテ１５にスピーカーやインジケータを設けて、電子カセッ
テ１５のスピーカーやインジケータで報知してもよい。
【００８７】
　コンソール１３は使用領域２０内に存在していなくてもよい。例えば撮影室２と、コン
ソール１３が設置される操作室とが分かれている場合は、使用領域２０の範囲は操作室に
及ばなくてもよい。また、使用領域２０は一部が重複していてもよい。１つの使用領域２
０を、少なくとも１台のコンソール１３で管轄すればよい。
【００８８】
　使用領域２０が一部重複している場合、電子カセッテ１５が使用領域２０の重複部分に
入ると、一部重複する２つの使用領域２０を管轄するコンソール１３の取得部８０で、電
子カセッテ１５が使用領域２０内に存在する旨の検知結果が取得され、一部重複する２つ
の使用領域２０を管轄するコンソール１３の報知制御部８１で、自らの管轄する使用領域
２０内に電子カセッテ１５が存在すると判定される。つまり、１台の電子カセッテ１５が
２つの使用領域２０に存在すると判定される。この１台の電子カセッテ１５が２つの使用
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領域２０に存在すると判定された状態で、電子カセッテ１５が使用領域２０の重複部分か
ら一方の使用領域２０に移動した場合は、他方の使用領域２０から出たと一旦判定される
が、すぐに一方の使用領域２０に入ったと判定されるため、報知は開始されない。電子カ
セッテ１５が使用領域２０の重複部分から使用領域２０外に移動した場合は、一部重複す
る２つの使用領域２０を管轄するコンソール１３のスピーカー２７が駆動されて報知が開
始される。
【００８９】
　上記第１実施形態では、撮影室２に据え置かれる据え置き型のコンソール１３を例示し
たが、コンソール１３は、Ｘ線撮影時に使用者Ｒが手に持ちながら作業をすることが可能
な携帯型コンソールでもよい。携帯型コンソールは、例えば、携帯電話、スマートフォン
、タブレット端末、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ノート型パソコン等である
。携帯型コンソールの場合は、据え置き型コンソール１３のように管轄する使用領域２０
が固定ではなく、移動先の使用領域２０が管轄する使用領域２０となる。
【００９０】
　上記第１実施形態では、説明を簡単化するため、第１、第２の２つの使用領域２０Ａ、
２０Ｂが設定された例を記載したが、使用領域は２つ以上設定されていてもよい。
【００９１】
　例えば図１２に示すように、第１撮影室２Ａ、第２撮影室２Ｂ、第３撮影室２Ｃ、およ
び回診車８５に対して、それぞれ第１使用領域２０Ａ、第２使用領域２０Ｂ、第３使用領
域２０Ｃ、第４使用領域２０Ｄを設定する。第１～第３撮影室２Ａ～２Ｃには、第１コン
ソール１３Ａ、第２コンソール１３Ｂ、第３コンソール１３Ｃと、電子カセッテ１５Ａ、
１５Ｂ、１５Ｃがそれぞれ配されている。回診車８５は、Ｘ線源１０、第４コンソール１
３Ｄ、および収納ボックス８６を、移動可能な台車８７に一体的に搭載した構成である。
収納ボックス８６には電子カセッテ１５Ｄが収納されている。
【００９２】
　各コンソール１３Ａ～１３Ｄは、ネットワーク７５（図７参照）を介して相互接続され
ている。また、第１～第３撮影室２Ａ～２Ｃ、および回診車８５には、第１無線タグリー
ダ２１Ａ、第２無線タグリーダ２１Ｂ、第３無線タグリーダ２１Ｃ、第４無線タグリーダ
２１Ｄがそれぞれ配されている。なお、出入口６や通路７、Ｘ線源１０や各撮影台１１、
１２等の図示は省略している。
【００９３】
　回診車８５に設定された第４使用領域２０Ｄは、例えば、ＵＨＦ帯の送受信可能範囲で
ある、回診車８５を中心とした直径２ｍ～５ｍ程度の範囲である。各電子カセッテ１５Ａ
～１５Ｄは、上記第１実施形態と同じものであり、電子カセッテ１５Ａ、１５Ｂは同じタ
イプ、電子カセッテ１５Ｃ、１５Ｄは異なるタイプである。
【００９４】
　この場合も上記第１実施形態と同様に、各使用領域２０Ａ～２０Ｄのいずれかから電子
カセッテ１５が出たと判定した場合にスピーカー２７による報知を開始する。その後、各
使用領域２０Ａ～２０Ｄのいずれかに電子カセッテ１５が入ったと判定した場合は報知を
停止する。
【００９５】
　回診車８５のような移動可能な対象に使用領域２０を設定すれば、回診車８５から電子
カセッテ１５を持ち出した場合だけでなく、回診した病室に電子カセッテ１５を置き忘れ
て回診車８５を移動させた場合も報知が行われるので、電子カセッテ１５の病室への置き
忘れも防止することができる。
【００９６】
　以下の第２～第５実施形態では、この図１２に示す、４台の電子カセッテ１５Ａ～１５
Ｄを４つの使用領域２０Ａ～２０Ｄで行き来させて使い回す運用をする構成を前提に説明
する。
【００９７】
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［第２実施形態］
　検知結果は使用領域２０毎に設けられた無線タグリーダ２１のＩＤを含むので、検知結
果によれば、使用領域２０に対する電子カセッテ１５の出入りだけでなく、電子カセッテ
１５が今いる使用領域２０、つまり電子カセッテ１５の現在位置も分かる。例えば第４使
用領域２０Ｄに電子カセッテ１５が入ったことを示す検知結果は、第４使用領域２０Ｄ内
に電子カセッテ１５が存在し、電子カセッテ１５の現在位置が回診車であることを示して
いる。そこで、本実施形態では、図１３に示すように、コンソール１３のＣＰＵ７１を、
電子カセッテ１５の現在位置をストレージデバイス２８に記録する記録制御部９０と、現
在位置をディスプレイ２５に表示する表示制御部９１として機能させる。
【００９８】
　この場合、取得部８０は、通信部７２から取得した検知結果を報知制御部８１および記
録制御部９０に受け渡す。また、図１４に示すように、図２のカセッテ登録テーブル３０
に現在位置の項目を追加したカセッテ登録テーブル９２をストレージデバイス２８に記憶
する。記録制御部９０は、取得部８０からの検知結果により判明する、電子カセッテ１５
の現在位置を、カセッテ登録テーブル９２の現在位置の項目に記録する。記録制御部９０
は、現在位置が変わる度にカセッテ登録テーブル９２の現在位置の項目を更新する。本例
では、電子カセッテ１５Ａは第１撮影室２Ａ（第１使用領域２０Ａ）、電子カセッテ１５
Ｂは第２撮影室２Ｂ（第２使用領域２０Ｂ）、電子カセッテ１５Ｃは第３撮影室２Ｃ（第
３使用領域２０Ｃ）、電子カセッテ１５Ｄは回診車８５（第４使用領域２０Ｄ）がそれぞ
れ現在位置として記録されている。
【００９９】
　表示制御部９１は、入力デバイス２６を介した使用者Ｒの操作指示に応じて、記録制御
部９０が記録した現在位置をカセッテ登録テーブル９２から読み出し、読み出した現在位
置に基づいて、図１５に示す現在位置確認ウィンドウ９３をディスプレイ２５に表示させ
る。現在位置確認ウィンドウ９３は、各電子カセッテ１５Ａ～１５Ｄの名称と、その現在
位置を羅列したものである。この現在位置確認ウィンドウ９３により、使用者Ｒは電子カ
セッテ１５の現在位置を確認することができる。
【０１００】
　このように電子カセッテ１５の現在位置を使用者Ｒに報せることができれば、複数の使
用領域で電子カセッテ１５を行き来させて使い回す運用をする場合、使用したい電子カセ
ッテ１５を使用者Ｒが自ら歩き回って探す手間が省かれる。また、電子カセッテ１５の現
在位置がすぐに分かるので、使用者Ｒは、電子カセッテ１５を持ち出すときに一々断った
り、持ち出した後に報せたりする等の気遣いをすることなく、電子カセッテ１５を自由に
持ち出すことができる。したがって、電子カセッテ１５の機動性を最大限に活用すること
ができる。
【０１０１】
　なお、図１３に示す「検知結果」は、当該コンソール１３が管轄する使用領域２０に対
する電子カセッテ１５の出入りの検知結果を示し、「他の検知結果」は、当該コンソール
１３以外のコンソール１３から送信される、当該コンソール１３以外のコンソール１３が
管轄する使用領域２０に対する電子カセッテ１５の出入りの検知結果を示す（図１９、図
２３も同様）。例えば当該コンソール１３が第１コンソール１３Ａであった場合、「検知
結果」は、第１無線タグリーダ２１Ａから送信される第１検知結果、「他の検知結果」は
、第２～第４コンソール１３Ｂ～１３Ｄから送信される第２～第４検知結果である。また
、当該コンソール１３が第２コンソール１３Ｂであった場合、「検知結果」は、第２無線
タグリーダ２１Ｂから送信される第２検知結果、「他の検知結果」は、第１コンソール１
３Ａ、第３コンソール１３Ｃ、第４コンソール１３Ｄから送信される第１、第３、第４検
知結果である。
【０１０２】
［第３実施形態］
　第２実施形態では、電子カセッテ１５の現在位置を記録し表示しているが、本実施形態
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では、現在位置だけでなく電子カセッテ１５の過去の現在位置の履歴である電子カセッテ
１５の移動履歴も記録し、これらを表示する。検知結果を継続して記録していけば、電子
カセッテ１５の移動履歴も分かる。例えば、第１使用領域２０Ａにある電子カセッテ１５
Ａが、第３使用領域２０Ｃに移動したことを示す検知結果は、電子カセッテ１５Ａの現在
位置が第１使用領域２０Ａから第３使用領域２０Ｃに移動したことを示している。なお、
本実施形態のコンソール１３のＣＰＵ７１の機能部は第２実施形態の図１３に示すものと
同じであるため説明を省略する。
【０１０３】
　この場合、図１６に示すように、図１４のカセッテ登録テーブル９２にさらに移動履歴
の項目を追加したカセッテ登録テーブル９５（電子カセッテ１５Ｃ、１５Ｄについては図
示省略）をストレージデバイス２８に記憶する。移動履歴の項目は、過去の４つの現在位
置と、当該現在位置から移動した日時（報知制御部８１が使用領域２０から電子カセッテ
１５が出たと判定した日時）とを含む。記録制御部９０は、取得部８０からの検知結果に
より判明する、電子カセッテ１５の現在位置を、カセッテ登録テーブル９５の現在位置の
項目に記録し、かつそれまで記録されていた現在位置と、報知制御部８１が使用領域２０
から電子カセッテ１５が出たと判定した日時とで移動履歴の項目を更新する。
【０１０４】
　電子カセッテ１５Ａを例に説明すると、現在位置が第１撮影室２Ａとなっている図示の
状態から、例えば検知結果によって現在位置が回診車８５に変わった場合は、現在位置の
項目に回診車８５を記録する。そして、最も古い過去の現在位置である回診車８５および
その日時（２０１４．３．１２　１１：０６）を消去し、２番目に古い現在位置である第
１撮影室２Ａおよびその日時（２０１４．３．１２　１４：２０）を最も古い過去の現在
位置の項目に移す。これを各々の過去の現在位置の項目に対して順繰りに実行し、最後に
それまで現在位置の項目に記録されていた第１撮影室２Ａとその日時を１番新しい過去の
現在位置の項目に記録する。
【０１０５】
　表示制御部９１は、入力デバイス２６を介した使用者Ｒの操作指示に応じて、記録制御
部９０が記録した現在位置および移動履歴をカセッテ登録テーブル９５から読み出し、読
み出した現在位置および移動履歴に基づいて、図１７に示す現在位置・移動履歴確認ウィ
ンドウ９６をディスプレイ２５に表示させる。現在位置・移動履歴確認ウィンドウ９６は
、電子カセッテ１５の名称（ここでは電子カセッテ１５ＡであるＡカセッテを例示）と、
その現在位置および移動履歴を表示したものである。現在位置の横には現在の日時、移動
履歴の過去の４つの現在位置の横には移動履歴の項目に記録された日時が記される。この
現在位置・移動履歴確認ウィンドウ９６により、使用者Ｒは電子カセッテ１５の現在位置
および移動履歴を確認することができる。
【０１０６】
　このように電子カセッテ１５の現在位置に加えて移動履歴も使用者Ｒに報せることがで
きれば、電子カセッテ１５がどういった使用経路を辿って現在位置にあるかが一目で分か
る。撮影室２や回診車８５に応じて電子カセッテ１５の作動方式を手動で切り替える必要
がある場合、移動履歴を確認することができれば、作動方式を切り替える必要があるか否
かがすぐ分かり、作業をスムーズに行うことができる。
【０１０７】
　移動履歴として記録する過去の現在位置は、上記の４つに限らない。また、現在位置の
数ではなく、例えば１か月分等の一定期間の過去の現在位置を移動履歴として記録しても
よい。このようにある程度の数の移動履歴を記録しておけば、どの位置でどれだけその電
子カセッテが使用されたかという電子カセッテ１５の使用傾向が分かるため、電子カセッ
テ１５の配置計画を立てる際に役立てることができる。
【０１０８】
　撮影室２や回診車８５に応じて電子カセッテ１５の作動方式を手動で切り替える必要が
ない場合等は、使用者Ｒにとっては、少なくとも使用したい電子カセッテ１５の現在位置
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が分かればよい。そこで、現在位置のみを表示するか、現在位置に加えて移動履歴も表示
するかを使用者Ｒが設定可能としてもよい。
【０１０９】
　なお、当該コンソール１３が管轄する使用領域２０から電子カセッテ１５が出た場合と
、当該コンソール１３以外のコンソール１３が管轄する使用領域２０から電子カセッテ１
５が出た場合とで、移動履歴を区別して表示してもよい。第１使用領域２０Ａを管轄する
第１コンソール１３Ａを例に説明すると、第１使用領域２０Ａから電子カセッテ１５が出
た場合と、第２～第４使用領域２０Ｂ～２０Ｄから電子カセッテ１５が出た場合とで、移
動履歴を区別して表示する。より具体的には、第１コンソール１３Ａの第１ＣＰＵ７１Ａ
に構築される第１表示制御部９１Ａは、図１８に示す現在位置・移動履歴確認ウィンドウ
１００を第１ディスプレイ２５Ａに表示させる。
【０１１０】
　図１８において、現在位置・移動履歴確認ウィンドウ１００には、図１７の現在位置・
移動履歴確認ウィンドウ９６の表示に加えて、移動履歴に「移動」、「持ち出し」の２種
類の区別が付けられ、「持ち出し」の移動履歴には星印が付けられている。「移動」は、
第２～第４使用領域２０Ｂ～２０Ｄ（第２撮影室２Ｂ、第３撮影室２Ｃ、および回診車８
５）から電子カセッテ１５Ａ（Ａカセッテ）が出た場合、「持ち出し」は、第１使用領域
２０Ａ（第１撮影室２Ａ）から電子カセッテ１５Ａが出た場合をそれぞれ示している。ま
た、星印は、第１使用領域２０Ａ（第１撮影室２Ａ）から電子カセッテ１５Ａが出て、第
１コンソール１３Ａの第１スピーカー２７Ａで報知を行ったことを示している。図１８で
は、第１撮影室２Ａから第２撮影室２Ｂに電子カセッテ１５Ａを持ち出した「３．第２撮
影室」の移動履歴に「持ち出し」および星印が表示されている。
【０１１１】
　こうすることで、当該コンソール１３が管轄する使用領域２０から電子カセッテ１５が
出た場合の移動履歴の表示を目立たせることができる。なお、移動履歴を区別して表示す
る方法としては、移動履歴を示す文字の表示色やフォントを変えたり、太字、斜体にした
り、点滅させたりする方法を採用してもよい。
【０１１２】
　図１７、図１８では、Ａカセッテの現在位置および移動履歴を表示させる例を挙げたが
、表示制御部９１は、カセッテ登録テーブル９５に登録されている全ての電子カセッテ１
５の現在位置および移動履歴を表示させることが可能である。
【０１１３】
　現在位置や移動履歴の表示の仕方としては、図１５の現在位置確認ウィンドウ９３や図
１７、図１８の現在位置・移動履歴確認ウィンドウ９６、１００に限らない。例えば、図
３に示すカセッテ選択ウィンドウ３１の電子カセッテ１５の名称を選択すると、その現在
位置および移動履歴が別ウィンドウでポップアップ表示されるようにしてもよい。こうす
れば、撮影に使用する電子カセッテ１５を選択する際に、併せて現在位置および移動履歴
も確認することができるので好適である。
【０１１４】
　上記第２、第３実施形態に携帯型コンソールを適用した場合、電子カセッテ１５の現在
位置や移動履歴を据え置き型のコンソールにアクセスすることなく手軽に確認することが
できるため、手元の携帯型コンソールで使用したい電子カセッテ１５の現在位置や移動履
歴を確認し、確認した現在位置に移動して使用したい電子カセッテ１５を確保する等がで
き、円滑に作業を進めることができる。
【０１１５】
［第４実施形態］
　上記第１実施形態の電子カセッテ１５Ａ、１５Ｂの説明で述べたように、電子カセッテ
１５は、主に使用する撮影室や回診車が医療施設によって決まっている場合がある。そこ
で、本実施形態では、図１９に示すように、コンソール１３のＣＰＵ７１を、電子カセッ
テ１５を主に使用する撮影室の位置や回診車を示す定位置を設定する定位置設定部１０５
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として機能させる。なお、本実施形態では、上記第３実施形態と同じく、記録制御部９０
により現在位置および移動履歴を記録する。
【０１１６】
　この場合、図２０に示すように、図１６のカセッテ登録テーブル９５にさらに定位置の
項目を追加したカセッテ登録テーブル１０６をストレージデバイス２８に記憶する。定位
置の設定は、例えばカセッテ登録テーブル１０６に登録された各電子カセッテ１５Ａ～１
５Ｄの定位置を、第１～第３撮影室２Ａ～２Ｃおよび回診車８５のうちから、入力デバイ
ス２６を介して使用者Ｒに選択させることによって行われる。定位置設定部１０５は、カ
セッテ登録テーブル１０６の定位置の項目に、入力デバイス２６を介して設定された定位
置を記録する。本例では、電子カセッテ１５Ａ～１５Ｃの定位置にはそれぞれ第１～第３
撮影室２Ａ～２Ｃ、電子カセッテ１５Ｄの定位置には回診車８５が設定されている。
【０１１７】
　記録制御部９０は、定位置設定部１０５で設定した定位置以外の位置から定位置に現在
位置が復帰した場合、移動履歴のうちの直前の現在位置を残して他を消去する。図２０で
は、電子カセッテ１５Ａが、定位置である第１撮影室２Ａに復帰しているので、直前の現
在位置（回診車８５）を残して他の移動履歴が記録制御部９０により消去されている。一
方、電子カセッテ１５Ｂは、定位置である第２撮影室２Ａに復帰していないため、４つの
過去の現在位置が移動履歴として消去されずに記録されている。
【０１１８】
　使用したい電子カセッテ１５が定位置に復帰している場合、定位置にいる使用者Ｒにと
っては、そこに使用したい電子カセッテ１５があるため、移動履歴はさほど重要な情報と
はならない。したがって、上記のように移動履歴の一部を消去しても問題にならない。使
用者Ｒにとってさほど重要ではない情報である移動履歴の一部を自動的に消去するので、
ストレージデバイス２８への容量負荷を軽減することができる。また、この場合、現在位
置・移動履歴確認ウィンドウ９６、１００には消去された移動履歴は表示されないので、
移動履歴の表示をすっきりと見やすくすることができる。
【０１１９】
　なお、定位置設定部１０５で設定した定位置以外の位置から定位置に現在位置が復帰し
た場合に消去する移動履歴としては、上記の直前の現在位置以外の移動履歴に代えて、全
移動履歴を消去してもよいし、直前と２つ前の現在位置以外の移動履歴や、当該コンソー
ル１３以外のコンソール１３が管轄する使用領域２０から電子カセッテ１５が出た場合の
移動履歴等、特定の移動履歴を選択的に消去してもよい。また、設定可能な定位置は１つ
に限らない。例えば、主に使用する撮影室や回診車が決まっておらず、各位置で偏りなく
使用される電子カセッテ１５の場合、全ての位置を定位置として設定してもよい。
【０１２０】
［第５実施形態］
　上記第４実施形態では、定位置の設定を、入力デバイス２６を介して使用者Ｒに行わせ
ると説明したが、移動履歴を参照し、移動履歴で存在する頻度が高い位置をその電子カセ
ッテ１５の定位置として設定してもよい。具体的には、本実施形態の定位置設定部１０５
は、カセッテ登録テーブル１０６の移動履歴の項目を解析し、各電子カセッテ１５Ａ～１
５Ｄが第１～第３撮影室２Ａ～２Ｃ、および回診車８５に存在した回数を集計して、図２
１に示す集計テーブル１０７（電子カセッテ１５Ｃ、１５Ｄについては図示省略）を作成
する。そして、集計テーブル１０７で回数が最も多い位置を定位置に設定する。
【０１２１】
　具体的には、ハッチングで示すように、電子カセッテ１５Ａは、回診車８５に存在する
回数が最も多いので、定位置設定部１０５は、回診車８５を電子カセッテ１５の定位置と
して設定する。また、電子カセッテ１５Ｂは、第２撮影室２Ｂに存在する回数が最も多い
ので、定位置設定部１０５は、第２撮影室２Ｂを電子カセッテ１５の定位置として設定す
る。電子カセッテ１５についても同様に、存在する回数が最も多い位置を定位置として設
定する。こうすることで、より実際の運用に即した位置を定位置として設定することがで
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きる。
【０１２２】
　なお、上記第４実施形態と同じく、本実施形態においても設定可能な定位置は１つに限
らない。例えば、存在する回数が最も多い位置と２番目に多い位置を定位置として設定し
てもよい。また、本実施形態では、各位置に存在した回数に基づき定位置を設定するため
、設定のもっともらしさを担保するために、電子カセッテ１５が現在位置に復帰しても移
動履歴は消去せずに比較的長い期間を記録することが好ましい。さらに、定位置の設定が
頻繁に変更されることを避けるため、定位置の設定は、１か月毎等の定期的な期間毎に行
うことが好ましい。
【０１２３】
　上記第４実施形態と本実施形態を組み合わせて、使用者Ｒによる定位置の設定と各位置
に存在する回数に基づく定位置の設定とを複合して行ってもよい。この場合、最初は定位
置を使用者Ｒによる設定とし、移動履歴がある程度記録されたら回数に基づく定位置の設
定に切り替える。
【０１２４】
　上記各実施形態では、図２２の第１使用領域２０Ａのように、１つの使用領域２０を、
１台のコンソール１３（第１コンソール１３Ａ）で管轄しているが、図２２の第２使用領
域２０Ｂのように、１つの使用領域２０を、複数台のコンソール１３（２台の第２コンソ
ール１３Ｂ－１、１３Ｂ－２）で管轄してもよい。
【０１２５】
　この場合、各コンソール１３Ｂ－１、１３Ｂ－２は互いに接続されている。各コンソー
ル１３Ｂ－１、１３Ｂ－２の取得部８０Ｂ－１、８０Ｂ－２は、第２無線タグリーダ２１
Ｂの第２検知結果を取得し、また、第１使用領域２０Ａの第１コンソール１３Ａからの第
１検知結果も取得する。各コンソール１３Ｂ－１、１３Ｂ－２の報知制御部８１Ｂ－１、
８１Ｂ－２は、上記第１実施形態と同様に作動する。このため、第２使用領域２０Ｂから
電子カセッテ１５が出たときには、各コンソール１３Ｂ－１、１３Ｂ－２のスピーカー２
７Ｂ－１、２７Ｂ－２から報知が行われる。また、各コンソール１３Ｂ－１、１３Ｂ－２
の記録制御部９０Ｂ－１、９０Ｂ－２は、それぞれ現在位置や移動履歴を記録する。
【０１２６】
［第６実施形態］
　図２２の第２使用領域２０Ｂのように、１つの使用領域２０を、複数台のコンソール１
３で管轄する場合、使用領域２０から電子カセッテ１５が出たときに、複数台のコンソー
ル１３のスピーカー２７から報知が行われると煩わしい。複数台のコンソール１３のうち
の１台のスピーカー２７で報知が行われれば十分である。また、現在位置や移動履歴も、
複数台のコンソール１３のうちの１台で記録すれば十分である。
【０１２７】
　そこで、本実施形態では、図２３に示すように、コンソール１３のＣＰＵ７１を、１つ
の使用領域２０を、複数台のコンソール１３で管轄する場合、複数台のコンソール１３の
うち、報知制御部８１および記録制御部９０を作動させるコンソール（以下、マスターコ
ンソールという）を設定する作動設定部１１０として機能させる。
【０１２８】
　この場合、複数台のコンソール１３のうちのいずれをマスターコンソールとするかを、
予めマスターコンソールとしたいコンソール１３の入力デバイス２６を介して使用者Ｒが
設定する。そして、各コンソール１３間の通信を確立した際に、マスターコンソールから
他のコンソール（以下、スレイブコンソールという）に対して、報知制御部８１および記
録制御部９０を作動させないよう指示するスレイブ設定信号（図２４参照）を送信する。
【０１２９】
　スレイブコンソールの取得部８０は、通信部７２を介して受信したスレイブ設定信号を
取得し、これを作動設定部１１０に受け渡す。作動設定部１１０は、スレイブ設定信号を
受けて、報知制御部８１および記録制御部９０を作動させない設定とする。したがって、
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スレイブコンソールは、スピーカー２７による報知、および記録制御部９０による現在位
置や移動履歴の記録は行わない。一方、マスターコンソールの作動設定部１１０は、報知
制御部８１および記録制御部９０を作動させる設定とする。こうすることで、スピーカー
２７による報知、および現在位置や移動履歴の記録を１台のマスターコンソールに担わせ
ることができ、各コンソール１３のスピーカー２７から報知が行われるといった煩わしさ
が解消される。
【０１３０】
　なお、複数台のコンソール１３に携帯型コンソールが含まれている場合は、使用者Ｒの
設定に関わらず携帯型コンソールを自動的にマスターコンソールに設定し、携帯型コンソ
ールの報知制御部８１および記録制御部９０を作動させる設定としてもよい。
【０１３１】
　具体的には図２４に示すように、１つの使用領域２０を、１台の据え置き型コンソール
１３Ｘと、１台の携帯型コンソール１３Ｙとで管轄する場合、据え置き型コンソール１３
Ｘと携帯型コンソール１３Ｙの通信を確立した際に、携帯型コンソール１３Ｙから据え置
き型コンソール１３Ｘにスレイブ設定信号を自動送信する。据え置き型コンソール１３Ｘ
は、スレイブ設定信号を受信した旨の応答信号（図示せず）を携帯型コンソール１３Ｙに
返信する。
【０１３２】
　据え置き型コンソール１３Ｘは、作動設定部１１０Ｘにより報知制御部８１Ｘおよび記
録制御部９０Ｘが作動しない設定とされ、スレイブコンソールとして機能する。一方、携
帯型コンソール１３Ｙは、作動設定部１１０Ｙにより報知制御部８１Ｙおよび記録制御部
９０Ｙが作動する設定とされ、マスターコンソールとして機能する。
【０１３３】
　携帯型コンソール１３Ｙは、Ｘ線撮影時に使用者Ｒが手に持ちながら作業をするため、
据え置き型コンソール１３Ｘよりも使用者Ｒの身近にあり、使用者Ｒがより報知に気付き
やすく、現在位置や移動履歴の参照も手軽に行える。このため、携帯型コンソール１３Ｙ
を自動的にマスターコンソールとすれば、利便性を高めることができる。
【０１３４】
［第７実施形態］
　上記各実施形態では、使用領域２０の範囲を固定しているが、本実施形態では、図２５
に示すように、コンソール１３のＣＰＵ７１を、電子カセッテ１５の動作状態に応じて使
用領域２０の範囲を設定する範囲設定部１１５として機能させる。範囲設定部１１５は、
無線タグリーダ２１の探査信号の送信可能範囲（周波数帯または電波強度またはその両方
）を変更することで、使用領域２０の範囲を変更する。周波数帯を変更する場合は、無線
タグ５０を複数周波数に対応可能な構成とする。
【０１３５】
　範囲設定部１１５は、電子カセッテ１５の動作状態に関わる各種信号や情報に基づき、
電子カセッテ１５の現在の動作状態を認識する。電子カセッテ１５の動作状態に関わる信
号としては、電源オン／オフ信号および選択信号がある。電子カセッテ１５の動作状態に
関わる情報としては、Ｘ線画像の受信有無がある。
【０１３６】
　範囲設定部１１５は、通信部７２で電子カセッテ１５からの電源オフ信号を受信してか
ら、通信部７２で電子カセッテ１５からの電源オン信号を受信し、通信部７２から電子カ
セッテ１５に選択信号を送信するまでは、電子カセッテ１５の現在の動作状態が非選択状
態であると認識する。また、範囲設定部１１５は、通信部７２から電子カセッテ１５に選
択信号を送信してから、他の電子カセッテ１５に選択信号を送信するか、電子カセッテ１
５の動作状態がスリープ状態に移行したと認識するまでは、電子カセッテ１５の現在の動
作状態が選択状態であると認識する。電子カセッテ１５の動作状態がスリープ状態に移行
したかどうかは、通信部７２から電子カセッテ１５に選択信号を送信してからの経過時間
、および通信部７２で電子カセッテ１５からのＸ線画像を受信してからの経過時間を計時
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することで行う。範囲設定部１１５は、計時した経過時間が所定時間となる間に電子カセ
ッテ１５に関わる新たなアクションがない場合に、電子カセッテ１５の動作状態がスリー
プ状態であると認識する。
【０１３７】
　範囲設定部１１５は、図２６に示す範囲設定テーブル１１６にしたがって使用領域２０
の範囲を設定する。範囲設定テーブル１１６は、電子カセッテ１５の動作状態と使用領域
２０の範囲の関係を示すもので、ストレージデバイス２８に記憶される。使用領域２０の
範囲は、非選択状態の場合は「５ｍ」、選択状態の場合は「２ｍ」がそれぞれ設定されて
いる。
【０１３８】
　範囲設定部１１５により、使用領域２０の範囲は、電子カセッテ１５の動作状態に応じ
て例えば図２７のように遷移する。すなわち、電子カセッテ１５の動作状態が電源オフの
状態、電源オン後の待機状態、並びにスリープ状態の非選択状態の場合は使用領域２０の
範囲は５ｍ、選択信号送受信後の待機状態、レディ状態、画像取得状態、および画像取得
状態の後の待機状態の選択状態の場合は使用領域２０の範囲は２ｍに設定される。
【０１３９】
　動作状態が電源オフの状態の電子カセッテ１５は、すぐに使用することはないので、使
用者Ｒは、電源オフの状態の電子カセッテ１５の持ち出しに特に目を配っていない。この
ため、主に使用者Ｒ以外の他者の盗み目的の不正な電子カセッテ１５の持ち出しを使用者
Ｒに気付かせるために、使用領域２０の範囲を選択状態の場合よりも広く設定する。また
、電源オン後の待機状態、並びにスリープ状態の電子カセッテ１５も同様にすぐに使用す
ることはないため、使用領域２０の範囲を選択状態の場合よりも広く設定する。
【０１４０】
　一方、選択信号送受信後の待機状態では、使用者Ｒは、撮影に使用する電子カセッテ１
５を選択して患者Ｐのポジショニングおよび撮影条件の設定を行おうとしている最中であ
り、レディ状態では、患者Ｐのポジショニングおよび撮影条件の設定が済んで、まさに撮
影を開始する直前であり、画像取得状態では撮影中であるため、電子カセッテ１５は使用
者Ｒの監視下にある。したがって待機状態、レディ状態、および画像取得状態では、電子
カセッテ１５が持ち出されることは普通考えられない。このため、使用領域２０の範囲を
非選択状態と比べて狭く設定する。
【０１４１】
　なお、待機状態、レディ状態、および画像取得状態では、電子カセッテ１５は使用者Ｒ
の監視下にあって電子カセッテ１５が持ち出されることは普通考えられないが、使用者Ｒ
が撮影条件の設定を行っていて電子カセッテ１５から目を離している隙に持ち出されると
いった万一の事態に備えて、使用領域２０の範囲を２ｍに設定している。
【０１４２】
　このように、電子カセッテ１５を撮影に使用すると選択されていない非選択状態と比べ
て、電子カセッテ１５を撮影に使用すると選択された選択状態の場合の使用領域２０の範
囲を狭めることで、使用者Ｒが電子カセッテ１５の持ち出しに特に目を配っていない場合
は、使用者Ｒの目に代わって電子カセッテ１５の持ち出しを監視することができ、電子カ
セッテ１５が使用者Ｒの監視下にある場合は、無線タグリーダ２１による監視を必要最低
限に止めることができる。また、選択状態の場合に使用領域２０の範囲を狭めることによ
って、電子カセッテ１５が使用者Ｒの目の届かない場所に持ち去られる前に報知を行うこ
とができ、電子カセッテ１５の持ち出しを使用者Ｒにいち早く気付かせることができる。
【０１４３】
　なお、図２８に示す範囲設定テーブル１１７のように、非選択状態のうちでも、電源オ
フの状態の５ｍと比べてスリープ状態の場合の使用領域２０の範囲を３ｍと狭めたり、選
択状態のうちでも、選択信号送受信後の待機状態の２ｍと比べてレディ状態の場合の使用
領域２０の範囲を１ｍと狭める等、より細かく使用領域２０の範囲を設定してもよい。
【０１４４】
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　「使用領域２０の範囲を狭める」とは、使用領域２０の範囲を０ｍに設定する、すなわ
ち当該使用領域２０に対する電子カセッテ１５の出入りの検知を行わないことも含む。こ
の場合、コンソール１３で無線タグリーダ２１の電源オン／オフを制御する構成とし、無
線タグリーダ２１の電源をオフすることで使用領域２０の範囲を０ｍに設定する。あるい
は、無線タグリーダ２１からの検知結果を取得部８０で破棄することによっても、実質的
に使用領域２０の範囲を０ｍに設定したことになる。特に選択状態では、電子カセッテ１
５は使用者Ｒの監視下にあって電子カセッテ１５が持ち出されることは普通考えられない
から、使用領域２０の範囲を０ｍに設定してもよい。
【０１４５】
　使用領域２０の範囲の設定の仕方としては、上記の無線タグリーダ２１の探査信号の送
信可能範囲を変更する代わりに、探査信号の送信可能範囲が異なる複数種類の無線タグリ
ーダ２１を用意し、範囲設定部１１５で使用する無線タグリーダ２１を切り替えてもよい
。
【０１４６】
　上記のように使用領域２０の範囲を狭めた場合、撮影に使用する電子カセッテ１５が１
台だけ使用領域２０に入っている場合は問題ないが、撮影に使用する電子カセッテ１５以
外に電子カセッテ１５が使用領域２０に入っている場合は、使用領域２０の範囲を狭めた
ことで、撮影に使用する電子カセッテ１５以外の電子カセッテ１５が検知の対象から外れ
、もし持ち出されても報知が行われないという問題が生じる。このため、撮影に使用する
電子カセッテ１５が１台だけ使用領域２０に入っていた場合のみ範囲設定部１１５を作動
させて使用領域２０の範囲を狭め、撮影に使用する電子カセッテ１５以外に電子カセッテ
１５が使用領域２０に入っていた場合は使用領域２０の範囲を狭めることを中止すること
が好ましい。
【０１４７】
　なお、１つの使用領域２０に同じタイプの電子カセッテ１５が複数台存在していて、そ
のうちの１台が選択状態であった場合は、使用者Ｒにとっては、選択状態の電子カセッテ
１５以外の電子カセッテ１５が持ち出されても撮影に支障がないため気にはならない。こ
のため、こうした状況下では、適正な運用の範囲での選択状態の電子カセッテ１５以外の
電子カセッテ１５の持ち出しは許容しつつ、不正な持ち出しのみを監視するために、使用
領域２０の範囲を通常よりも広く設定してもよい。
【０１４８】
　上記各実施形態では、使用する電子カセッテ１５を予めコンソール１３に登録する例を
挙げたが、本発明では、電子カセッテ１５のコンソール１３への事前登録は必須ではない
。ただし、電子カセッテ１５をコンソール１３に事前登録しておけば、電子カセッテ１５
毎に検知の対象とするか否か等を設定できるため好ましい。
【０１４９】
　上記各実施形態では、使用領域２０に対する電子カセッテ１５の出入りを検知する検知
部を構成する無線受信部として、電子カセッテ１５に取り付けられた無線タグ５０からの
無線信号を受信する無線タグリーダ２１を例示しているが、無線受信部は無線ＬＡＮアク
セスポイントでもよい。この場合、無線ＬＡＮアクセスポイントは電子カセッテ１５に設
けられた無線送信部である無線ＬＡＮインターフェースと信号を遣り取りすることで使用
領域２０に対する電子カセッテ１５の出入りを検知する。
【０１５０】
　また、検知部としては、無線受信部の他に、例えば監視カメラを用いてもよい。検知部
として監視カメラを用いた場合は、監視カメラが撮影する映像を解析することで電子カセ
ッテ１５の出入りを検知する。この場合は監視カメラが撮影する映像の範囲が使用領域２
０となる。あるいは、無線受信部や監視カメラの代わりに、出入口６や通用口８のドアに
電子カセッテ１５の出入りを検知するセンサを設けてもよい。
【０１５１】
　また、検知部（無線受信部）、取得部、および報知制御部を電子カセッテ１５に設けて
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もよい。この場合、例えば、出入口６や通用口８のドアに無線信号を発信する発信装置を
設け、電子カセッテ１５の検知部で無線信号を受信する。検知部で無線信号を受信しなく
なったことを検知したときに、報知制御部が使用領域２０から出たと判定して、電子カセ
ッテ１５のスピーカー等を制御して報知を行う。また、報知が開始された後、再度検知部
で無線信号を受信するようになった場合は、報知制御部が使用領域２０に入ったと判定し
て報知を停止する。検知部の検知結果は、検知部が無線信号を受信しなくなったり、受信
するようになったことをきっかけとし、検知部とは別の通信方式で電子カセッテ１５から
その使用領域２０を管轄するコンソール１３に送信し、コンソール１３経由で他の使用領
域２０を管轄するコンソール１３および電子カセッテ１５に送信すればよい。
【０１５２】
　上記各実施形態では、電子カセッテ管理装置の機能を、各使用領域２０を管轄する各コ
ンソール１３に担わせているが、例えば図２９に示すように、コンソール１３とは別のコ
ンピュータを電子カセッテ管理装置として機能させてもよい。
【０１５３】
　図２９において、電子カセッテ管理システム１２０は、１台の電子カセッテ管理装置１
２１と、第１使用領域２０Ａ、第２使用領域２０Ｂ、・・・に対する電子カセッテ１５の
出入りを検知する第１無線タグリーダ２１Ａ、第２無線タグリーダ２１Ｂ、・・・とで構
成される。各無線タグリーダ２１Ａ、２１Ｂ、・・・は、電子カセッテ管理装置１２１に
接続されている。また、各使用領域２０Ａ、２０Ｂ、・・・は第１コンソール１３Ａ、第
２コンソール１３Ｂ、・・・がそれぞれ管轄しており、各コンソール１３Ａ、１３Ｂ、・
・・と電子カセッテ管理装置１２１はネットワーク７５を介して相互接続されている。
【０１５４】
　電子カセッテ管理装置１２１を構成するコンピュータのＣＰＵは、各無線タグリーダ２
１Ａ、２１Ｂ、・・・からの第１、第２、・・・検知結果を取得する取得部と、各使用領
域２０Ａ、２０Ｂ、・・・のいずれかから電子カセッテ１５が出たと判定した場合に、コ
ンソール１３にスピーカー２７による報知を開始するための報知開始指令を発し、報知が
開始された後、各使用領域２０Ａ、２０Ｂ、・・・のいずれかに電子カセッテ１５が入っ
たと判定した場合に、コンソール１３にスピーカー２７による報知を停止するための報知
停止指令を発する報知制御部として機能する。
【０１５５】
　この場合、現在位置や移動履歴の記録制御部は、電子カセッテ管理装置１２１を構成す
るコンピュータのＣＰＵに構築され、現在位置や移動履歴は電子カセッテ管理装置１２１
のストレージデバイスに記録される。電子カセッテ管理装置１２１は、コンソール１３か
らの現在位置や移動履歴の送信要求に応じて、ストレージデバイスの現在位置や移動履歴
をコンソール１３に送信する。コンソール１３を構成するコンピュータのＣＰＵは表示制
御部として機能し、表示制御部は、電子カセッテ管理装置１２１からの現在位置や移動履
歴に基づき、現在位置確認ウィンドウ９３や現在位置・移動履歴確認ウィンドウ９６等を
ディスプレイ２５に表示させる。このように、本発明の電子カセッテ管理装置１２１は、
複数台のコンピュータに各機能部が分散して配置されていてもよいし、１台のコンピュー
タに各機能部が集約して配置されていてもよい。
【０１５６】
　また、定位置設定部や作動設定部、範囲設定部も電子カセッテ管理装置１２１を構成す
るコンピュータのＣＰＵのみに構築される。
【０１５７】
　電子カセッテ管理装置の機能を、各使用領域２０を管轄する各コンソール１３に担わせ
るのではなく、１台のコンピュータに集約して担わせれば、各コンソール１３に電子カセ
ッテ管理プログラム７４をインストールするといった手間が省ける。
【０１５８】
　電子カセッテ１５は１台でもよい。また、無線タグ５０は、電源を内蔵し自ら無線信号
を発するアクティブタグでもよい。さらに、無線タグリーダ２１の代わりに、情報を書き
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込むライタ機能を有する無線タグリーダ／ライタを用いてもよい。無線タグリーダ／ライ
タを用いた場合は、無線タグ５０に現在位置や移動履歴の情報を書き込むことができる。
【０１５９】
　なお、上記各実施形態で示したとおり、本発明は、プログラムの形態、さらにはプログ
ラムを記憶する記憶媒体にも及ぶ。また、本発明は、上記各実施形態に限らず、本発明の
要旨を逸脱しない限り種々の構成を採り得ることはもちろんである。例えば、上記各実施
形態は、単独で実施してもよいし、複合して実施してもよい。
【符号の説明】
【０１６０】
　２　撮影室
　１３　コンソール
　１５　電子カセッテ
　２０　使用領域
　２１　無線タグリーダ（検知部、無線受信部）
　２５　ディスプレイ
　２７　スピーカー
　２８　ストレージデバイス
　５０　無線タグ
　７１　ＣＰＵ
　７４　電子カセッテ管理プログラム
　８０　取得部
　８１　報知制御部
　８５　回診車
　９０　記録制御部
　９１　表示制御部
　９３　現在位置確認ウィンドウ
　９６、１００　現在位置・移動履歴確認ウィンドウ
　１０５　定位置設定部
　１１０　作動設定部
　１１５　範囲設定部
　１２０　電子カセッテ管理システム
　１２１　電子カセッテ管理装置
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